
熊谷市部活動実施基準

☆新型コロナウィルス感染症に対応する熊谷市部活動実施基準

令和３年７月改訂

活動ステージ 部活動活動基準 活動内容

ステージ０
【感染が収まっ ◎「熊谷市部活動ガイドライン」に則した通常通りの活動とする。
た状況】

◎感染防止対策を徹底しての実施
・校内において「熊谷市部活動ガイドライン」に則した通常通りの
活動とする。

△制限付きでの部活動実施
ステージ１ ・感染レベルが１を下回る市町（熊谷市内含む）との対外試合は時

間制限を設けた上で実施可能。
【各種大会の参加】
〇上位（県大会以上）に繋がる大会の参加については可とする。
・会場地区の感染状況や大会運営・会場の感染防止対策（観客数含
む）を確認した上で保護者の同意を得て参加する。

〇郡市大会などの参加は原則可とする。
・会場地区の感染状況や大会運営・会場の感染防止対策、広範囲か
らのチーム、選手参加の大会では各地区の感染レベルと状況を確
認した上で保護者の同意を得て参加する。

ステージ２ ◎感染防止対策を徹底しての実施
※国の指針、県、 ・校内において「熊谷市部活動ガイドライン」に則した通常通りの
市の感染状況等 活動とする。
て判断 △制限付きでの部活動実施

・週２日以上の休養日を設ける。
※ステージ３ . ・活動時間は２時間程度とする。
４も同様 ・対外試合、遠征等は禁止する。

【各種大会の参加】
〇上位（県大会以上）に繋がる大会の参加については可とする。
・会場地区の感染状況や大会運営・会場の感染防止対策（観客数含
む）を確認した上で保護者の同意を得て参加する。

・郡市大会などの参加は不可とする。

◎感染防止対策を徹底しての実施
△制限付きでの部活動実施

ステージ３ ・平日１日、土日１日以上の休養日を設ける。
・活動時間制限 ２時間以内とする。
・接触する活動は避ける。
・紅白戦、試合形式の練習は避ける。
・室内での活動は「密」にならない状況にする。換気を行う。

◎感染防止対策を徹底しての実施
△制限付きでの部活動実施

ステージ４ ・月～金の活動とする。ただし、その内１日は休養日とする。
・土日・祝日は行わない。
・活動時間は、下校時刻までとする。（最長２時間以内）
・朝練習は行わない。
・接触する活動は避ける。
・紅白戦、試合形式の練習は避ける。
・室内での活動は「密」にならない状況にする。換気を行う。

ステージ５ ×部活動禁止
【感染の拡大が ・部活動を全面的に中止とする。
抑えられていな
い状況】

＊すべてのステージで活動時の手指消毒、用具の消毒、３密にならない環境整備をした
上で実施するものとする。


